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こうとう区報では、本文の文字に見やすく読み間違えにくいユニバーサルデザインフォントを採用しています。

区
で
は
︑
区
内
中
小
企
業
者
の
方

が
事
業
資
金
を
低
金
利
で
借
入
れ
が

で
き
る
よ
う
に
︑
金
融
機
関
と
東
京

信
用
保
証
協
会
の
協
力
を
得
て
︑
融

資
の
あ
っ
せ
ん
を
し
て
い
ま
す
︒
こ

の
制
度
は
︑
区
が
直
接
融
資
す
る
の

で
は
な
く
︑
金
融
機
関
が
区
の
定
め

る
条
件
の
範
囲
で
融
資
を
行
う
も
の

で
す
︒

借
入
れ
に
あ
た
っ
て
は
区
の
紹
介

を
受
け
た
後
︑
金
融
機
関
お
よ
び
保

証
協
会
の
審
査
が
そ
れ
ぞ
れ
あ
り
ま

す
の
で
︑
期
間
に
余
裕
を
持
っ
て
お

手
続
き
く
だ
さ
い
︒

ま
た
︑
初
め
て
利
用
さ
れ
る
方
に

は
︑
区
役
所
で
経
営
相
談
を
受
け
て

い
た
だ
く
こ
と
が
必
要
で
す
︒
経
営

相
談
は
予
約
制
で
す
︒
事
前
に
電
話

等
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
︒

利
子
の
補
助
︑
保
証
料
の
補
助

が
あ
り
ま
す

借
入
れ
後
は
︑
区
が
設
定
し
た
利

率
で
金
融
機
関
へ
返
済
し
ま
す
が
︑

翌
年
の
�
月
に
返
済
額
の
う
ち
︑
そ

れ
ぞ
れ
の
資
金
に
定
め
た
補
助
率
で

支
払
済
利
子
の
一
部
を
補
助
金
と
し

て
交
付
し
ま
す
︵
率
に
つ
い
て
は
左

表
を
参
照
︶
︒
ま
た
︑
一
部
の
資
金

に
お
い
て
は
借
入
れ
に
要
す
る
信
用

保
証
料
の
補
助
が
あ
り
ま
す
︒
詳
細

は
︑
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
﹁
江
東
区
中
小

企
業
融
資
の
ご
案
内
﹂
ま
た
は
区
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

創
業
を
支
援
し
ま
す

�
年
間
利
子
を
全
額
補
助

創
業
支
援
融
資
は
事
業
主
で
な
い

個
人
の
方
が
︑
新
た
に
個
人
ま
た
は

法
人
と
し
て
江
東
区
内
で
創
業
す
る

場
合
が
対
象
と
な
り
ま
す
︒

な
お
︑
昨
年

月
よ
り
ス
タ
ー
ト

11

し
た
江
東
区
の
﹁
特
定
創
業
支
援
事

業
﹂
を
受
け
ら
れ
た
方
が
そ
の
証
明

書
を
も
っ
て
﹁
創
業
支
援
資
金
﹂
を

利
用
す
る
場
合
に
は
︑
当
初
の
�
年

間
に
限
り
利
子
を
全
額
補
助
し
ま
す

︵
一
旦
は
お
支
払
い
い
た
だ
き
ま
す

が
︑
翌
年
の
�
月
に
ま
と
め
て
補
助

金
と
し
て
交
付
し
ま
す
︶
︒
﹁
特
定

創
業
支
援
事
業
﹂
は
︑
区
が
実
施
す

る
も
の
の
ほ
か
︑
区
と
連
携
す
る
団

体
が
実
施
す
る
セ
ミ
ナ
ー
等
へ
参
加

す
る
な
ど
一
定
の
要
件
を
満
た
す
こ

と
が
条
件
と
な
り
ま
す
︒
詳
細
は
区

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
︑

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
︒

▢問
経
済
課
融
資
相
談
係

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

企
業
間
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
構
築
︑

企
業
活
力
を
増
進
す
る
た
め
︑
中
小

製
造
業
事
業
者
を
対
象
と
し
た
商
談

会
を
開
催
し
ま
す
︒

昨
年
は
�
�

社
の
企
業
に
ご
参

加
い
た
だ
き
ま
し
た
︒
各
区
合
同
で

行
わ
れ
る
商
談
会
は
他
に
類
を
み
な

い
チ
ャ
ン
ス
で
す
︒
参
加
に
つ
い
て

ご
興
味
を
お
持
ち
の
方
は
︑
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
︒
皆
さ
ん
の
ご
参

加
を
お
持
ち
し
て
い
ま
す
︒

▢時
�
月

日
︵
月
︶
午
後
�
時
～

24

�
時
︵
予
定
︶

▢場
品
川
区
産
業
支
援
交
流
施
設

︵
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｐ
︶
�
階
︵
品
川
区
北
品

川
�
︱

�
︱

︶
▢人
江
東
・
品
川
・

15

目
黒
・
板
橋
・
江
戸
川
区
内
の
中
小

製
造
業
事
業
者

▢費
無
料

▢締
﹇
発
注
企
業
﹈
�
月

日
︵
木
︶

30

﹇
受
注
企
業
﹈
�
月
�
日
︵
金
︶

▢申
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
あ
る
専
用

フ
ォ
ー
ム
に
必
要
事
項
を
記
入
し
︑

メ
ー
ル
で
経
済
課
産
業
振
興
係
へ

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

※
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
が
利
用
で

き
な
い
方
は
ご
相
談
く
だ
さ
い

▢ｅ
0
6
0
2
0
2
0
@
c
ity
.k
o
to
.lg
.jp

区
で
は
︑
今
後
の
男
女
共
同
参
画

施
策
の
推
進
と
平
成

年
度
に
行
う

27

新
た
な
男
女
共
同
参
画
行
動
計
画
策

定
の
基
礎
資
料
と
す
る
た
め
︑
平
成

年
�
月
～

月
に
区
民
︵

歳
以

26

10

20

上
の
男
女
�
︑



人
︶
お
よ
び

区
内
企
業
・
事
業
所
︵
�
︑




社
︶
を
対
象
に
男
女
共
同
参
画
に
関

す
る
意
識
実
態
調
査
を
実
施
し
ま
し

た
︒こ

の
た
び
︑
調
査
結
果
が
ま
と
ま

り
ま
し
た
の
で
︑
そ
の
一
部
を
ご
紹

介
し
ま
す
︒

有
効
回
収
数
は
︑
区
民
調
査
	
�

�
票
︵

・
�
％
︶
︑
企
業
・
事
業
所

38

調
査
�
�
�
票
︵

・
�
％
︶
で
し

19

た
︒

﹇
男
女
の
平
等
感
﹈

社
会
全
体
と
し
て
男
性
優
遇
と
感

じ
て
い
る
割
合
は
︑
	
割
強
と
な
っ

て
お
り
︑
平
成

年
度
実
施
の
前
回

21

調
査
に
比
べ
て
︑

・
�
ポ
イ
ン
ト

17

増
加
し
て
い
ま
す
︒

教
育
の
場
に
お
い
て
は
約
�
割
が

平
等
と
感
じ
て
い
ま
す
︒

﹇
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
﹈

﹁
仕
事
と
生
活
の
調
和
﹂
と
言
わ

れ
る
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

に
つ
い
て
は
︑
約
�
割
の
企
業
・
事

業
所
が
関
心
を
示
し
て
い
ま
す
が
︑

そ
の
推
進
の
た
め
に
は
育
児
・
介
護

休
業
等
に
よ
る
﹁
代
替
職
員
の
確

保
﹂
や
︑﹁
労
働
時
間
の
長
い
部
門
・

事
業
所
が
あ
る
﹂
等
が
課
題
と
な
っ

て
い
る
と
回
答
し
て
い
ま
す
︒

詳
細
は
︑
こ
う
と
う
情
報
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
︵
区
役
所
�
階
︶
︑
男
女
共

同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー
︵
扇
橋
�
︱

︱

�
︶
︑
図
書
館
な
ど
に
置
い
て

22あ
る
報
告
書
︑
ま
た
は
区
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
︒

調
査
結
果
は
︑
行
動
計
画
策
定
に

向
け
て
の
審
議
や
男
女
共
同
参
画
推

進
施
策
実
施
に
際
し
て
の
資
料
と
し

て
活
用
し
て
い
き
ま
す
︒

▢問
男
女
共
同
参
画
推
進
セ
ン
タ
ー

男
女
共
同
参
画
担
当

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

こ
の
春
中
学
校
を
卒
業
し
︑
江
東

区
子
ど
も
医
療
受
給
者
証
の
受
給
が

終
了
︵

歳
に
達
し
た
日
以
後
の
最

15

初
の
�
月

日
ま
で
︶
す
る
方
の
う

31

ち
︑
次
に
該
当
す
る
方
は
心
身
障
害

者
医
療
費
助
成
︵
⃝障
︶
制
度
の
対
象

と
な
り
ま
す
の
で
︑
申
請
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
︒

﹇
対
象
と
な
る
方
﹈

次
の
い
ず
れ
か
を
お
持
ち
の
重
度

障
害
の
方
で
︑
健
康
保
険
に
加
入
し

て
い
る
方

〇
身
体
障
害
者
手
帳
�
級
・
�
級

︵
心
臓
・
腎
臓
等
内
部
障
害
に
つ

い
て
は
�
級
ま
で
︶

〇
愛
の
手
帳
�
度
・
�
度

﹇
対
象
と
な
ら
な
い
方
﹈

〇
保
護
者
の
収
入
が
基
準
額
を
超
え

て
い
る
方
︵
下
表
の
と
お
り
︶

〇
生
活
保
護
を
受
け
て
い
る
方

〇
健
康
保
険
の
自
己
負
担
の
な
い
施

設
に
入
所
し
て
い
る
方

﹇
申
請
に
必
要
な
も
の
﹈

〇
お
子
さ
ん
の
身
体
障
害
者
手
帳
ま

た
は
愛
の
手
帳

〇
お
子
さ
ん
の
健
康
保
険
証

〇
印
鑑

〇
平
成

年
�
月
�
日
時
点
で
江
東

26

区
に
お
住
ま
い
で
な
か
っ
た
方
は

保
護
者
の
平
成

年
度
課
税
︵
非

26

課
税
︶
証
明
書

▢問
障
害
者
支
援
課
障
害
者
福
祉
係

☎
(
�
�
�
	
)
�
�
�
�

℻

(
�
�
�
	
)
�
�
�


1,000万円(運転)

平成27年度 江東区中小企業融資制度 ＊資金特例 [注] は新設です

創業支援 ※3

短期運転

(設備)

(設備)

(設備)

(運転)

(設備)

(運転)

運転

(借換)

＊特定創業支
援 ※4

資金名

1.8

(運転)
(設備)

0.7

1.1

自己負
担率(％)

団体

1億円

(設備)

備考(変更点・条件)

※30.51.6

2.16年(12か月)

あっせん
限度額

＊商店街空き
店舗活用 ※2

＊商店街空き
店舗活用 ※2

1年(2か月)

6年(6か月)

返済期間
(据置)

1.6

1.9

年利
(％)

※20.3

0.9

0.8

利子補
助率(％)

1.30.82.19年(6か月)2,000万円

1.9

設備

−1.95年(6か月)
(転貸1組合員
1,000万円)

1,500万円

300万円

1,250万円

0.51.6

4年目以降 ※40.51.6

※2

当初3年間 ※402.1

9年(なし)2,000万円借換

1.20.71.9
6年(6か月・
借換はなし)

1,250万円
(各資金合計)

(運転)小規模企業特別
(一般)

1.01.1
2.16年(12か月)1,250万円

環境保全対策
〃(アスベスト対策)

区の制度融資の借
り換え条件を充足

1.40.72.1

従業員数が卸・小
売、飲食の商業、
サービス業の場合
は5人以下、その
他製造業等は20人
以下

1,250万円多角化・転業支援

0.51.6

※11.01.1

2.19年(12か月)4,000万円

設備強化 ※1

0.71.42.16年(12か月)

(運転)小規模企業特別
(小口零細企業
保証制度)

◎ あっせん受付期間は、平成27年4月〜平成28年3月です。区の融資の基本的な利用条件や、各融
資の詳細な利用条件等については、リーフレット・区ホームページをご確認ください。

※1 設備強化資金は、大型店対策・商店街リニューアル・商工業施設建替の要件のいずれかに該
当することが条件となります。また運転資金は設備資金との併用のみとし、金額は設備資金
の1／2以内とします。運転資金のみの利用はできません。

※2 設備強化資金および創業支援資金は、商店街で3か月以上空き店舗となっている物件を商店
会長の推薦を受けて利用する場合、利子補助率を優遇します。

※3 創業支援資金は、運転・設備資金合わせて2,500万円が上限です。
※4 区の特定創業支援事業を受けた証明書取得者に対し、借入当初から36か月間の利子を全額補

助します。

1.6−1.61年(2か月)

所得制限基準額
(本人等所得−所得控除≦所得制限基準額)

5,124,000円4人

5,504,000円5人

3,984,000円1人

4,364,000円2人

4,744,000円3人

平成25年中所得対象所得

扶養親族が5人を超えるときは、
1人につき38万円を加算します。
扶養親族の中に、老人控除対象配
偶者、老人扶養親族、特定扶養親族
または控除対象扶養親族(19歳未満
の者に限る)がいるときは、左記基
準額に一定額を加算します。医療
費・社会保険料(本人のみ)・配偶者
特別控除等については、総所得よ
り相当額を控除します。

基準額扶養親族の数

3,604,000円0人

4／1(水)〜8／31(月)適用期間


